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国
民
健
康
保
険
事
業
は
一
般
会
計
の
他
に

特
別
会
計
を
設
け
て
運
営
し
て
い
ま
す
。
高

齢
者
の
増
加
や
医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど
に

よ
り
、
医
療
費
や
他
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
支
援
金
、
介
護
保
険
納
付
金
な
ど
）
へ
の

負
担
が
増
加
し
、
支
出
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
無
職
・
所
得
の
少
な
い
方
が
多

く
な
り
、
国
民
健
康
保
険
税
（
以
下
・
国
保

税
）
の
増
加
も
期
待
で
き
な
い
状
況
で
す
。

　
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
運
営
は
大
変
厳
し

い
状
況
に
あ
り
、
平
成
　
年
度
か
ら
赤
字
が

１９

続
き
、
平
成
　
年
度
末
で
は
、
不
足
額
が
約

２２

１
億
７
千
万
円
と
高
額
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
不
足
分
を
す
べ
て
国
保
税
で
賄
う
に
は
、

大
幅
な
引
き
上
げ
と
な
り
、
加
入
者
に
と
っ

て
急
激
な
負
担
増
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
「
倶
知
安
町
国
民
健
康
保
険

事
業
財
政
健
全
化
計
画
」
を
策
定
し
、
一
般

会
計
の
財
政
支
援
を
受
け
、
引
き
上
げ
率
を

抑
え
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
限
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
今
回
、
国
の
賦
課
限
度
額
に
引

き
上
げ
を
す
る
も
の
で
す
。

　
賦
課
限
度
額
の
改
定
は
、
一
定
所
得
の
あ

る
世
帯
に
応
分
の
負
担
を
い
た
だ
き
、
中
間

所
得
層
・
所
得
の
少
な
い
層
に
は
負
担
の
軽

減
と
な
り
被
保
険
者
間
の
均
等
を
図
る
も
の

で
す
。

Ｑ
今
回
の
賦
課
限
度
額
に
達
す
る
に
は
、
所

得
が
ど
の
程
度
あ
る
と
該
当
さ
れ
ま
す
か
？

Ａ
家
族
人
数
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
夫
婦

と
子
ど
も
２
人
の
４
人
家
族
で
、
父
親
だ
け

の
収
入
の
場
合
は
、
給
与
収
入
が
９
０
０
万

円
以
上
、
所
得
で
は
６
９
０
万
円
以
上
の
方

が
医
療
分
・
後
期
分
・
介
護
分
を
合
わ
せ
て

限
度
額
の
年
間
　
万
円
に
な
り
ま
す
。

７６

Ｑ
年
間
３
０
０
万
円
の
年
金
収
入
で
夫
婦
の

み
の
場
合
、
国
保
税
は
上
が
る
の
で
す
か
？

Ａ
今
回
は
、
税
率
の
改
定
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
昨
年
と
同
額
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
夫
婦
と
子
ど
も
１
人
の
３
人
家
族
で
父
親

は
年
間
２
５
０
万
円
、
母
親
は
１
５
０
万
円

の
収
入
が
あ
り
ま
す
が
、
国
保
税
は
上
が
る

の
で
す
か
?

Ａ
今
回
は
、
税
率
の
改
定
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
以
前
と
収
入
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
昨
年

と
同
額
に
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
医
療
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
方
を
加
入
者
と

し
て
い
ま
す
。
「
誰
も
が
医
療
保
険
に
加
入

し
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
」
国
保

制
度
の
最
後
の
砦
と
い
わ
れ
る
医
療
保
険
で
、

将
来
に
わ
た
り
、
安
定
的
で
持
続
可
能
な
医

療
保
険
と
し
て
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

制
度
で
す
。

賦課限度額

増加金額平成２３年度平成２４年度年度

１万円５０万円５１万円医療分

１万円１３万円１４万円後期分

１万円１０万円１１万円介護分

３万円７３万円７６万円合計

■表　賦課限度額の改定内容

あ
ら

とかる

ｅｗｓＮ
くっちゃん
ニ ュ ー ス

町
住
民
課
国
保
医
療
係
緯
　－

８
０
０
６

５６

「
国
民
健
康
保
険
税
の
限
度
額
」

　
　
　
　
　
が
改
定
に
な
り
ま
す
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▼
受
付
時
間
　
９
～
　
時
半
ま
で

１６

▼
会
場
　
役
場
庁
舎
１
階
税
務
課

▼
対
象
者
　
今
年
１
月
１
日
現
在
、
倶
知
安

　
町
内
に
住
所
の
あ
る
人
で
、
次
に
該
当
し

な
い
人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

①
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る
人
、
し
た
人

（
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
の
場
合
も
含
み
ま
す
）

②
勤
務
先
で
年
末
調
整
が
済
ん
だ
人
（
医
療

費
控
除
な
ど
の
対
象
に
な
る
場
合
は
、
確
定

申
告
が
必
要
で
す
。）

③
公
的
年
金
の
み
の
収
入
で
、
そ
の
年
の
合

計
金
額
が
、（
ア
）
昭
和
　
年
１
月
１
日
以
前

２２

生
ま
れ
＝
年
間
の
公
的
年
金
収
入
が
１
４
８

万
円
以
下
、（
イ
）
昭
和
　
年
１
月
２
日
以
後

２２

生
ま
れ
＝
年
間
の
公
的
年
金
収
入
が
　
万
円

９８

以
下
の
人

★
注
意
★

　
平
成
　
年
中
の
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が

２３

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
　
万
円

２０

以
下
の
場
合
は
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提

出
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。 

但
し
、
前
③
に
該
当
し
な
い
人
は
町
道
民

税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
が
必
要
に
な

り
ま
す
。 

ま
た
、
源
泉
徴
収
税
額
が
所
得
税
の
精
算
額

よ
り
多
い
場
合
は
確
定
申
告
に
よ
り
所
得
税

の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
告
に
必
要
な
も
の

　
①
印
鑑
 ②
源
泉
徴
収
票
（
給
与
・
年
金
等
）、

支
払
調
書
な
ど
 ③
各
種
控
除
（
国
保
税
・
国

民
年
金
・
介
護
保
険
・
生
命
保
険
・
医
療
費

な
ど
）
の
領
収
書
・
控
除
証
明
書
 ④
本
人
名

義
の
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の（
預
金
通
帳
）

な
ど

■
申
告
案
内
ハ
ガ
キ
■

　
昨
年
の
町
道
民
税
・
国
保
税
の
申
告
状
況

を
も
と
に
、
町
か
ら
申
告
案
内
ハ
ガ
キ
を
送

付
し
て
い
ま
す
が
、
ハ
ガ
キ
が
来
て
い
な
く

て
も
、
申
告
が
必
要
な
人
は
期
間
内
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
ハ
ガ
キ
の
回
答
・
返
信

　
次
に
該
当
し
な
い
人
は
回
答
書
に
該
当
事

項
を
記
載
し
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

①
確
定
申
告
を
す
る
人

②
勤
務
先
で
年
末
調
整
し
た
人

▼
ハ
ガ
キ
の
回
答
で
足
り
る
人

　
次
に
該
当
す
る
人
は
役
場
へ
申
告
に
来
な

く
て
も
回
答
書
に
該
当
事
項
を
記
載
し
、
返

信
す
る
こ
と
に
よ
り
申
告
を
し
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

①
無
収
入
の
人

②
収
入
が
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
の
非

課
税
所
得
の
み
の
人

③
家
族
の
扶
養
に
入
っ
て
い
る
人
で
、
か
つ
、

①
、
②
に
該
当
す
る
人

▼
申
告
が
な
い
と

・
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な

い・
所
得
証
明
書
や
非
課
税
証
明
書
が
発
行
で

き
な
い

・
医
療
費
の
自
己
負
担
軽
減
措
置
が
受
け
ら

れ
な
い

・
国
民
年
金
の
免
除
申
請
が
で
き
な
い
　

・
各
種
手
当
を
受
給
で
き
な
い

な
ど
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
申

告
を
　！！

■問 
税
務
課
住
民
税
係
（
窓
口
⑧
）

緯
　－

８
０
０
３

５６

２
月
　
日
（
木
）
か
ら
３
月
　
日
（
木
）
ま
で

１６

１５

町
道
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
期
間


